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よ
り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
効
率
よ
く
提
供
す
る
と
と
も

に
、
所
得
税
に
比
べ
て
広
い
範

囲
の
方
々
に
地
域
社
会
へ
の
負

担
を
求
め
る
と
い
う
個
人
住
民

税
の
仕
組
み
を
明
確
に
す
る
た

め
、
国
か
ら
地
方
へ
税
源
移
譲

が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
税
源
移

譲
と
は
、
国
か
ら
地
方
公
共
団

体
へ
の
補
助
金
に
変
わ
る
も
の

と
し
て
、
国
が
集
め
て
い
た
財

源
の
一
部
を
、
地
方
公
共
団
体

が
集
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で

す
。

　

以
下
の
改
正
は
、
平
成　

年
１８

１
月
〜　

月
に
得
た
所
得
に
対

１２

す
る
個
人
住
民
税
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

 
�
税
率
の
改
正

　

所
得
税
と
個
人
住
民
税
そ
れ

ぞ
れ
の
税
率
が
改
正
さ
れ
ま

税
源
移
譲
に
伴
う
改
正
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す
。
あ
く
ま
で
税
源
移
譲
が
目

的
の
た
め
、
個
々
の
納
税
者
が

納
め
る
所
得
税
と
個
人
住
民
税

の
合
計
額
が
増
え
な
い
よ
う
配

慮
さ
れ
て
い
ま
す
（
表
１
）。

　

な
お
、
税
率
改
正
に
伴
い
、

山
林
所
得
の
５
分
５
乗
課
税
、

変
動
所
得
お
よ
び
臨
時
所
得
の

平
均
課
税
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
平
成　

年
１
月
１
日
以

１９

降
に
支
払
わ
れ
る
退
職
所
得
に

係
る
分
離
課
税
の
税
率
も
一
律

　

％
に
改
正
さ
れ
ま
す
。

１０

�
調
整
控
除
の
創
設

　

税
率
の
改
正
に
伴
い
、
所
得

税
と
個
人
住
民
税
の
合
計
税
率

は
改
正
前
と
同
じ
で
あ
っ
て

も
、
扶
養
控
除
な
ど
の
人
的
控

除
額
の
差
に
よ
り
負
担
額
が
増

加
す
る
た
め
、
個
人
住
民
税
の

所
得
割
を
減
額
す
る
こ
と
に
よ

り
、
負
担
増
を
調
整
す
る
措
置

が
設
け
ら
れ
ま
す
（
表
２
）。

　
　

配
偶
者
の
所
得
控
除
額

（例）は
、
所
得
税　

万
円
、
住
民
税

３８

　

万
円
で
す
。

３３

 
�
定
率
減
税
の
廃
止

　

平
成　

年
度
以
降
適
用
さ
れ

１１

て
い
た
税
額
か
ら
一
定
額
を
控

除
す
る
措
置
は
、
個
人
住
民
税

に
つ
い
て
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

�　

歳
以
上
の
方
に
適
用
さ
れ

６５
て
い
た
非
課
税
措
置
の
廃
止
に

伴
う
経
過
措
置

　
　

歳
以
上
の
方
で
、
前
年
の

６５
合
計
所
得
金
額
が
百　

万
円
以

２５

下
の
方
に
適
用
さ
れ
て
い
た
非

課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。

　

そ
の
経
過
措
置
と
し
て
、
平

成　

年
１
月
１
日
現
在
で　

歳

１７

６５

以
上
に
達
し
て
い
た
方
（
昭
和

　

年
１
月
２
日
以
前
に
生
ま
れ

１５た
方
）
は
、
平
成　

年
度
に
つ

１９

い
て
は
課
税
額
の
３
分
の
１
が

控
除
さ
れ
ま
す
（
表
３
）。

※
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
２
・
９
５
２
３

 
�
申
告
は
１
月　

日（
水
）ま
で

３１

　

市
内
で
事
業
を
経
営
し
て
い

税
源
移
譲
以
外
の
改
正
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償

却

資

産

の

申

告

書

を

お
送
り
し
ま
す

る
法
人
や
個
人
の
方
は
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
用
い
る
機
械
や

設
備
な
ど
の
資
産
の
所
有
状
況

を
申
告
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
用
資
産
は
償

却
資
産
と
呼
ば
れ
、
土
地
、
家

屋
と
と
も
に
固
定
資
産
税
の
対

象
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
た
に
事
業
を
始
め
た
方
な

ど
、
申
告
書
が
必
要
な
方
は
、

問
合
せ
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

償
却
資
産
に
は
、
大
き
く
分

け
て
次
の
よ
う
な
資
産
が
あ
り

ま
す
。

▽
構
築
物
…
看
板
類
、
フ
ェ
ン

ス
、
屋
外
照
明
、
駐
車
場
の
舗

装
な
ど

▽
機
械
、
装
置
、
車
両
お
よ
び

運
搬
具
、
備
品
な
ど

　

毎
年
、
税
務
署
へ
の
確
定
申

告
や
事
業
決
算
に
あ
た
り
、
減

価
償
却
資
産
と
し
て
計
上
し
て

い
る
資
産
が
、
原
則
と
し
て
対

象
に
な
り
ま
す
。

※
車
両
の
う
ち
、
自
動
車
税
・

軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な

る
も
の
は
対
象
外
で
す
。

※
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
の

１９

事
業
用
資
産
の
所
有
状
況
を
、

１
月　

日
（
水
）
ま
で
に
、
問

３１

合
せ
先
へ
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

税
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
１

　

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し

め
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

と　

き　
　

月　

日
（
日
）　

１２

１０

午
前　

時
〜
午
後
２
時

１１

と
こ
ろ　

丸
池
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
前

内　

容　

も
ち
つ
き
、模
擬
店
、

よ
さ
こ
い

問
合
せ　

産
業
振
興
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
４
、
光
ケ

丘
通
り
商
店
会
�
０
４
２
（
４

６
５
）
３
２
４
９

際
に
、　

カ
ー
ド
免
許
証
が
交

IC

付
さ
れ
ま
す
。

※
手
数
料
に
つ
い
て
は
、　

チ
IC

ッ
プ
が
含
ま
れ
る
た
め
、
従
来

の
手
数
料
に
４
百　

円
が
加
算

５０

さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

警
視
庁
運
転
免
許
本

部
免
許
管
理
課
�　

（
３
５
８

０３

１
）４
３
２
１
、小
平
警
察
署
交

通
課
�　

（
３
４
３
）０
１
１
０

０４２

 　

酒
に
強
い
人
で
も
酒
を
飲
む

と
判
断
力
を
鈍
ら
せ
、
周
囲
へ

の
注
意
力
も
低
下
し
、
車
の
運

転
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま

す
。
飲
酒
運
転
は
絶
対
に
や
め

ま
し
ょ
う
。
自
転
車
も
、
酒
酔

い
運
転
違
反
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

悪
質
な
飲
酒
運
転
は
、
運
転

し
て
い
る
人
が
罰
せ
ら
れ
る
だ

け
で
な
く
、
車
を
運
転
す
る
人

に
飲
酒
を
勧
め
た
り
、
同
乗
し

凶

悪

犯

罪

の

飲

酒

運

転

を

根
絶
し
ま
し
ょ
う

た
人
に
も
、
罰
則
が
課
せ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
酒
を
飲

ん
だ
人
に
は
運
転
さ
せ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
運
転
す
る
人
に
酒
を

提
供
し
た
飲
食
店
の
責
任
者
に

つ
い
て
も
、
罰
則
が
課
せ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
近

は
、
酒
を
提
供
し
た
飲
食
店
に

対
し
て
も
徹
底
し
た
責
任
追
及

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
運
転
す

る
人
に
酒
を
提
供
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

小
平
警
察
署
交
通
課

�　

（
３
４
３
）
０
１
１
０
、

０４２
交
通
対
策
課
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
８
２
７
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�人件費の状況（一般会計決算）
（参考）１６年度
の人件費率

人件費率
（Ｂ/Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）
住民基本
台帳人口区　分

１９.５％２０.６％１０,０２７,４６６千円９１０,２１１千円４８,５７６,０５１千円１８.３.３１現在
１７６,３３６人１７年度

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

�職員給与費の状況（一般会計予算）
１人当たり
給与費（Ｂ/Ａ）

給　　与　　費職員数
（Ａ）区　分

計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当等給　料
７,５６１千円６,６１５,８７４千円１,６８６,０４９千円１,１３９,７０５千円３,７９０,１２０千円８７５人１８年度

※職員手当等には、退職手当を含みません。
※給与費は、当初予算に計上された額です。

�職員の平均給料月額および平均年齢の状況　　　 　　  　　（平成１８年４月１日現在）
技能労務職一般行政職

区　分
平均年齢（歳・月）平均給料月額平均年齢（歳・月）平均給料月額
４４歳７月３１３,１０９円４３歳８月３６９,５５５円小平市
４７歳０月３３３,５２６円４３歳６月３６１,５５７円東京都

�職員の初任給の状況　　　　　　　　　　　　  　　 　 　　（平成１８年４月１日現在）
国東　　京　　都小　　平　　市

区　分 採用２年経過日
給　料　額初任給採用２年経過日

給　料　額初任給採用２年経過日
給　料　額

決　定
初任給

１９６,２００円１７９,２００円２０３,２００円１７９,２００円２０３,２００円１７９,２００円大学卒一　般
行政職 １４６,７００円１３８,４００円１５３,０００円１４４,０００円１５８,８００円１４８,４００円高校卒

�職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　 　　　 　（平成１８年４月１日現在）
経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　　分

３３９，８５５円２８１，７００円大学卒
一般行政職

高校卒
２７４，６７５円２１１，８００円全学歴技能労務職

�一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　 　　　 　　（平成１８年４月１日現在）

計
１級２級３級４級５級６級７級８級９級区　分

主事主事主事主任係長課長補佐課長課長部長標準的な
職務内容

５９４人０人１２人１５５人７８人１９２人８７人１４人４０人１６人職員数
１００.０％０.０％２.０％２６.１％１３.１％３２.３％１４.７％２.４％６.７％２.７％構成比

※給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です（税務職、薬剤師・医療技術職、看護・保健職、福祉
職、技能労務職、教育公務員を除く）。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

�昇給期間短縮の状況（一般行政職）
平成１７年度平成１６年度区　　　分
５９４人６０８人職員数（Ａ）

９３人１００人普通昇給期間（１２月）を短縮して
昇給した職員数（Ｂ）

１５.７％１６.４％比率（Ｂ/Ａ）
※職員は通常１２か月良好な成績で勤務したとき昇給しますが、勤務成績が特に良好な場合、昇給期間が短縮
されます。

　　　　　　　　　 　　（平成１８年４月１日現在）
国の制度の内容国の制度との異同内　　容区分

配偶者１３，０００円
その他の扶養親族２人まで月額６，０００円、
その他月額５，０００円。満１６歳から２２歳まで
の子について５，０００円加算措置

異

配偶者１５，２００円
その他の扶養親族１人につき月額６，６００円
満１６歳から２２歳までの子について４，０００円
加算措置

扶養
手当

自己所有住宅　月額２，５００円
賃貸住宅　月額２７，０００円まで異月額８，８００円住居

手当
６か月分を一括支給
交通機関利用者…１か月当たりの支給限
度額５５，０００円まで
自転車等利用者…通勤距離に応じて支給

異

６か月分を一括支給
交通機関利用者…１か月当たりの支給限
度額５５，０００円まで
自転車等利用者…通勤距離に応じて支給

通勤
手当

　小平市職員の給与制度については、市議会における給与条例、予算などの
審議がなされた後に決定されています。
　その内容について、市民の皆さんにご理解をいただくため、平成１８年４月
１日現在の小平市の職員給与などの状況を、次のとおりお知らせします。

問合せ　職員課�０４２（３４６）９５１４

小平市職員の給与小平市職員の給与

�特別職の報酬等の状況　　　　　　　　　　　　  　　 　　（平成１８年１２月１日現在）
支給割合計支給割合区　分給料等月額区　分

４.４０月分

１８年度６月期
２.０５月分

市　　長

助　　役

収 入 役期
末
手
当

１,０５０,０００円市　　長
給　

料
１８年度１２月期
２.３５月分９００,０００円助　　役

４.４０月分

１８年度６月期
２.０５月分

議　　長

副 議 長

議　　員

８１０,０００円収 入 役
６５０,０００円議　　長報　

酬
１８年度１２月期
２.３５月分

５８０,０００円副 議 長
５５０,０００円議　　員

全　職　種区　　　分

特殊勤務手当
（平成１７年度）

４３.５％職員全体に占める手当支給職員の割合
１６,４２２円支給対象職員１人当たり平均支給年額

９（平成１８年度からは６種類）手当の種類
不規則勤務手当、滞納整理手当、
福祉事務手当支給額の多い手当代表的な

手 当 の
名　　称 不規則勤務手当多くの職員に支給されている手当

�部門別職員数の状況と主な増減理由　　　　　　　　 　　（平成１８年４月１日現在）

主な増減理由対前年
増減数

職　員　数
区　　　分

平成１８年度平成１７年度
０１０１０議　　会

一般行政部門

業務増、事務の統廃合縮小、事務
の民間委託など▲１１７０１７１総務企画

０６７６７税　　務
事務の統廃合縮小▲２２９８３００民　　生

０４７４７衛　　生
０４４農林水産
０５５商　　工

退職不補充▲１８５８６土　　木
▲４６８６６９０小　　計

業務増１１９８１９７教　　育
特別行政部門

１１９８１９７小　　計
０１６１６下 水 道

公営企業等
会計部門 事務の統廃合縮小▲１５５２６７そ の 他

▲１５６８８３小　　計
▲１８９５２９７０合　　　計

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時
または非常勤職員を除いています。

�職員手当の状況
国東　京　都小　平　市区　　　分
勤　勉期　末勤　勉期　末勤　勉期　末

期末・
勤勉手当

（平成１７年度）

０.７０月分１.４０月分０.４５月分１.６０月分０.６０月分１.４５月分６月期分
０.７５月分１.６０月分０.４５月分１.６５月分０.５５月分１.５５月分１２月期分
－－０．０５月分０．２５月分－０．３０月分３月期分

１.４５月分３.００月分０.９５月分３.５０月分１.１５月分３.３０月分計

有有有職務上の段階に
よる加算措置

勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合

退職手当
（平成１７年度）

５９.２８月分５９.２８月分５９.２０月分５０.００月分５９.２０月分５９.２０月分最高限度額
３０.５５月分２３.５０月分３５.００月分２４.２５月分３５.００月分２７.５０月分勤続２０年
４１.３４月分３３.５０月分４５.５０月分３２.５０月分４５.５０月分３６.５０月分勤続２５年
５９.２８月分４７.５０月分５９.２０月分４９.７５月分５９.２０月分５３.００月分勤続３５年

１号（整理退職等）１号（公務上の死亡、
　　　整理退職等）１号（勧奨）退職時

特別昇給
その他の加算措置…定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

２８,３５４千円３,８２４千円１人当たり平均支給額
※退職手当の支給率については、平成１８年度のものです。
※退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成１７年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

�ラスパイレス指数の状況　　　　　　　　　　　 　　     　   （平成１７年４月１日現在）
都内２６市平均東京都小平市
１０１.５１０３.０１００.０

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

�定員管理の数値目標および進ちょく状況
　定員管理の年次別進ちょく状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

平成１８年度平成１７年度区　　　分
▲１１減　員

一般行政部門
６増　員
▲５差　引
６８７６９２職員数
▲１減　員

特別行政部門
１増　員
０差　引
１９８１９８職員数
▲１７減　員

公営企業等
会計部門

１増　員
▲１６差　引
６８８４職員数
▲２９減　員

合　　計
８増　員
▲２１差　引
９５３９７４職員数

※平成１８年度以降の数値目標については、現在策定中です。
※表の職員数は定数を示すもので、実際の配置人数と異なります。
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表３　６５歳以上の方に適用されていた非課税措置の廃止に伴う経過措置

平成２０年度平成１９年度平成１８年度区　分

課税
（減額なし）

課税
（１/３を控除）

課税
（２/３を控除）所得割個

人
住
民
税

市民税 ３,０００円
都民税 １,０００円

市民税 ２,０００円
都民税      ６００円

市民税 １,０００円
都民税     ３００円均等割

表２　調整控除の算出方法

算　　出　　方　　法合計課税所得金額

①と②のいずれか小さい額の５％
　①人的控除額の差の合計額
　②個人住民税の合計課税所得金額

２００万円以下

｛人的控除額の差の合計額－（個人住民税の合計課税所得金額－２００万
 円）｝の５％
※この額が、２,５００円未満の場合は２,５００円とします。

２００万円超

※合計課税所得金額とは、 所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林
所得金額の合計額をいいます。
※人的控除とは、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦
（夫）控除などをいいます。

表１　税率表

改正前

個人住民税所得税

税率課税所得
（課税標準額）税率課税所得

（課税標準額）

５％～２００万円１０％～３３０万円

１０％　－
１００,０００円

２００万円超
～７００万円

２０％　－　
３３０,０００円

３３０万円超
～９００万円

１３％　－
３１０,０００円７００万円超

３０％　－　
１,２３０,０００円

９００万円超
～１,８００万円

３７％　－　
２,４９０,０００円１,８００万円超

改正後

個人住民税所得税

税率課税所得
（課税標準額）税率課税所得

（課税標準額）

１０％

（一律）

調整控除：全世
帯において人的
控除の差を考慮
した減税措置を
実施（表２参照）

５％～１９５万円

１０％　－　
９７,５００円

１９５万円超
～３３０万円

２０％　－　
４２７,５００円

３３０万円超
～６９５万円

２３％　－　
６３６,０００円

６９５万円超
～９００万円

３３％　－　
１,５３６,０００円

９００万円超
～１,８００万円

４０％　－　
２,７９６,０００円１,８００万円超
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改正後の住民税は一律１０％へ、所得税は

４段階から６段階になります
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全地域支給対象地域

地域手当
（平成１８年
４月１日現在）

１２％支給率
８７５人支給対象職員数

地域区分により１８％～０％国の制度（支給率）

５４３,６０３円支給対象職員１人当たり平均支給年額
（１７年度調整手当決算）

２５５,６０３千円支給総額
平成１７年度

時間外勤務手当
２８８千円職員１人当たり支給年額
２５２，５６７千円支給総額

平成１６年度
２８０千円職員１人当たり支給年額

※国の支給率は、１３％～０％の経過措置中です。
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